
労務管理講習会                     ２０２０年１１月 
 

～時間外労働の上限を罰則付きで規制～ 

主催 渋谷労働基準協会（幹事）・向島労働基準協会 

（一社）品川・三田・大田・新宿・池袋労働基準協会 

残業時間の上限は、月 45 時間、かつ、年 360 時間が原則です。特例による場合でも、でき

る限りこの水準に近づける努力が求められ、新たな指針に基づく助言・指導が行われます。 

労働基準監督署に３６協定書を提出するに当たり留意すべき事項を、ベテラン講師が分か

りやすく解説します。 

日 時 令和３年２月１８日(木) １３:３０～１５:３０ 

場 所 
オンライン(ＰＣやタブレット等の端末とインターネット環境が必要です) 
Ｚｏｏｍを利用して配信します 

内 容 

■■主な解説予定テーマ■■ 

◆労働時間とはどこまでをいうか〈手持ち時間は労働時間になるか〉？ 

◆ガイドラインに基づく労働時間の適正な把握とは〈自己申告制は認められる〉？ 

◆労働時間の状況把握とは〈管理職も時間管理が必要か〉？ 

◆安衛法の医師による面接指導の義務化とは？ 

◆法定労働時間と 2暦日にわたる労働時間の考え方は？ 

◆法定休日は特定しておくべきか？ 

◆在宅勤務の際の労働時間をどうする？ 

◆３６協定の効果は？ 

◆時間外労働上限規制は？ 

◆新たな特別条項の留意点とは？ 

◆３６協定届の作り方のポイントとは？ 

◆健康確保措置はどれを選ぶ？ 

◆３６協定の届出単位〈企業単位ではなく事業場単位〉 

◆過半数代表者の選任方法は？ 

◆働き方改革における労働時間〈副業・兼業における労働時間〉の扱いは？ 

講 師 小磯優子氏（OURS 小磯社会保険労務士法人代表・特定社会保険労務士) 

定 員 100 名 

申込方法 裏面申込書にご記入のうえ、品川労働基準協会あて FAX０３－３４４７－２４９０までお
申し込み下さい。受講可能な場合は、受講番号を付して、FAX にて返送いたします。 

受講料 
及び 

受講取消 
等 

会員 4,000 円 会員以外 6,000 円（消費税・資料代込み） 
上記７協会の会員は会員価格です。 
受講料は、下記の銀行口座に 2 月 11 日（木・振込締切日）までお振込み下さい。 
（振込手数料はご負担願います。なお、後日、振込先銀行名、振込日等を同裏面に記載し

FAX でお知らせ下さい。 
１． みずほ銀行      五反田支店  口座番号 普通 ２９７０４７４ 
２． 三菱ＵＦＪ銀行    五反田支店  口座番号 普通 ０２２８７５７ 
口座名義 一般社団法人 品川労働基準協会 会長 佐野角夫（サノ スミオ） 

振込人名の前に講習会月日を記入して下さい。（例 ０２１８ 〇〇カイシャ等） 

受講の取消：2 月 11 日（木）までの取消しは受講料を全額返還致します（振込手数料はご

負担願います）。それ以降の取消しは返還できませんので予めご承知おき下さい。なお、受

講の取消のご連絡が 2 月 11 日（木）までない場合も受講料はご負担して頂きます。 



36 協定集中講座 申込書 兼 受講票 

 

令和３年２月１８日(木) １３:３０～１５:３０   
 

会員の別 
○を付けて下さい。 
品川 ・ 三田 ・ 大田 ・ 渋谷 ・ 新宿 ・ 池袋 ・ 向島 ・  会員以外 

事業場名  
TEL  

FAX  

所在地 
〒 

連絡担当者 
部署             氏名 

受講者 

フリガナ 受講番号 
氏名 
 

 

メールアドレス 
 

受講者 

フリガナ 受講番号 
氏名 
 

 

メールアドレス 
 

 

(申込書はＰＣで、品川労働基準協会と入力し検索してＨＰから、プリント可) 

E-mail: sinagawa@circus.ocn.ne.jp 
返送 FAX 番号：3447－2490 (品川労働基準協会) 
 
 
注：◈新型コロナウイルス感染拡大の影響及び感染防止の観点から、やむを得ず配信方法 

の変更や急遽配信を中止する場合もあります。 

◈渋谷協会から参加 URL・注意事項は、２月１５日(月)から２月１６日(火)までにお知ら

せします。 

◈渋谷協会からセミナーの資料は、２月１５日(月)までにメールにてお送りいたします。 

◈個人情報は、本研修のため以外に使用することはありません。 

受講日の７日前迄に、受講料の振込先、金額、 

振込日等、これに記入し fax でお知らせ下さい。 

みずほ銀行五反田支店（    円）    月  日 

三菱 UFJ 銀行五反田支店（    円）  月  日 


